（表面）
様式第１号
交付Ｎｏ．
妊婦健康診査受診票（第　　回）
※太枠内をご記入の上､委託医療機関にご提出ください。
	妊婦氏名
	
	生年月日
	　　　年　　月　　日

	住　　所
	〒　　　　　　市　　　　　　町　　　　　　　　　番地
郡　　　　　　　　　　　℡（　　　　）

	分娩予定日
	　　　年　　月　　日
	世帯主氏名
	


上記妊婦の健康診査を依頼します｡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　豊郷町長　　　　　　　　印
委託医療機関の長　様
	
上記の者について､妊婦健康診査を実施したので報告します｡



豊郷町長　　　　　　　様
　　　　　　　　
 (
但し、
助成額の
上限
　　　　　
　○○○　円
です。
　①
助成
請求
金額　　　　
　　　
　　　円
　
②妊婦自己負担額　　　　　　　　　　　　　　円
合計健診費用額（①＋②）　　　　　　　　　　　円　
)
　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　






　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療機関名
	受診年月日
	　　　年　　月　　日　（妊娠　　　週）

	
健診内容

	★今回の健診で下記の項目を実施された場合は、チェックをつけてください｡
· 基本診察（問診および診察、血圧・体重測定）
· Ｂ型肝炎検査　（　陽性　・　陰性　）
· 梅毒検査　
· 超音波検査
· 血液検査（血算・血糖等)
· Ｂ群溶血性ﾚﾝｻ球菌（ＧＢＳ）
· その他必要な検査
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	健康診査の所見
	異常なし　　・　　要指導　　・　　要精検
特記事項（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）



（裏面）

妊婦健康診査受診票の利用の仕方
★妊婦さんへ
　　元気な赤ちゃんを生むために､Ｐ２８の「妊婦健康診査」を参考に、定期的に健康診査を受けましょう｡
　この受診票により、妊婦健康診査にかかる一定の費用について公費負担が受けられます｡
＜注意＞
1． この受診票を使用される場合は､裏面に証明のある市町に住民登録または外国人登録されていることが必要です｡
2． この受診票は、妊娠中のみ有効です｡分娩の前日までご利用できます｡
3． 妊婦健康診査を受けるときはこの受診票の太枠欄に必要事項を記入し、母子健康手帳とともに滋賀県内の定められた医療機関に提出してください｡
4． 助成額に上限がある場合は、この受診票に記載してある金額まで公費負担
されますので、残額をお支払していただきます｡
妊婦健康診査以外の疾病に治療を要した費用は対象となりません｡
5． 受診票は、健診１回につき１枚です。
6． この受診票は､本人以外は使用できません｡また､切り離し無効です｡
7． 妊婦健康診査は､原則として地域の産婦人科医師に診てもらうように努めてください｡やむを得ない理由のため､滋賀県外等の医療機関で妊婦健康診査を受ける場合､この受診票では受けられません｡ご利用についてはＰ．○をご覧ください｡
8． この受診票の交付を受けた市町以外の地域へ転居された場合､この受診票を使用できませんので､転居先の市町の母子保健担当窓口へ申し出てください｡
9． 受診票は現金との引換はできません｡
その他､わからないことがありましたら､受診票の交付を受けた市町の窓口におたずねください｡
	★健康診査を担当される医師へ
受診票報告欄に必要事項を記入のうえ、提出してください｡



